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県産品ブランド力強化支援費補助金募集要項 

 

 

Ⅰ 本事業の概要 

 

 Ⅰ－１．目的  

  本事業は、県内中小企業等が実施する県産品の海外市場におけるブランド力強化

の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助するものである。 

 

 

 Ⅰ－２．補助対象者  

  本事業の補助対象となる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。 

 （１）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者

であること。 

 （２）徳島県内に主たる事業所を置く法人又は個人事業主であること。 

 （３）直近１年間以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること。 

 （４）次に掲げるいずれにも該当しないこと。 

   ・事業者又は事業者の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役

員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又

は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）で

ある者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。 

   ・県税に未納がある者。 

   ・上記に掲げる者のほか、本事業の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事

が判断する者。 

 

  ※ 食品事業者及び農林水産業者は、本補助金の対象としない。 

 

 

 Ⅰ－３．補助対象事業  

  本事業の補助対象となる事業は、補助対象者が取り組む、県産品の海外市場にお

けるブランド力強化のための以下の事業である。 

 （１）海外市場に向けた自社商品のローカライズ・ブラッシュアップ 

   （パッケージデザイン、内容量の変更等）及び新商品開発 

 （２）国際認証等の取得（特許・商標等の知的財産に関するものを除く） 

 （３）その他知事が必要と認める事業 

 

 

 Ⅰ－４．補助対象期間  

  本事業の実施期間は、交付決定日から令和９年２月２６日までとする。 

 

 

 Ⅰ－５．補助対象経費  

  本事業の補助対象となる経費は、次に掲げるすべての要件を満たす経費とする。 
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 （１）使用目的が補助事業の遂行に直接必要なものと明確に特定できる経費である

こと。 

 

   ・補助対象となる経費は、補助事業に直接要した、次に掲げる経費に限るも

のとする。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象外とする。 

 

補助対象経費 

 

① 報償費 

 

専門家招聘等                                          

 

② 需用費 

 

消耗品費・サンプル費等                              

 

③ 役務費 

 

翻訳費等                                              

 

④ 委託費 

 

デザイン委託費等                                     

 

⑤ 使用料及び賃借料 

 

機材レンタル費等                                     

   ※外貨での支払については、支払時点の円換算額が補助対象経費となる。 

 

 （２）交付決定日以降に発生し、補助対象期間内に支払が完了した経費であること。 

   ・実際の使用が補助対象期間内であっても、交付決定前に発注や契約等を行っ

た場合は、その経費は補助対象外となる。 

   ・補助対象期間内に発注、引き渡し、支払等があっても、実際の使用が補助対

象期間外であれば、その経費は補助対象外となる。 

 

 （３）証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること。 

   ・見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一

連の証拠書類を保存・整理するとともに、補助事業以外の事業（既存事業等）

と明確に分けて記帳しておく必要がある。 

   ・補助事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物や帳簿類の確認ができ

ない場合は、その経費は補助対象外となる。 

 

 

 Ⅰ－６．補助率  

  補助対象経費の２分の１以内 

 

 

 Ⅰ－７．補助上限額  

  １補助対象者当たり上限１，０００千円 
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Ⅱ 本事業の応募手続 

 

 Ⅱ－１．応募資格・要件  

 （１）次に掲げるいずれかに該当する者は応募することができない。 

    なお、応募受付後に当該応募者が次に掲げるいずれかに該当することが判明

した場合には、県は審査を行わない。 

   ・法令遵守上の問題を有する者 

   ・県税に未納がある者 

   ・宗教活動又は政治活動を事業目的としている者 

   ・応募者又は応募者の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は

役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代

表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与して

いる者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）である者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有す

る者 

   ・その他補助金を交付することについて不適当と認められる事由を有する者 

 

 （２）応募について、次に掲げるいずれかに該当することが判明した場合には、県

は審査を行わない。 

   ・提出書類に虚偽の記載があった場合 

   ・本補助金の交付要綱及び募集要項に対する違反又は著しい逸脱が認められ

る場合 

   ・補助事業計画の内容について、射幸心をそそる若しくは公の秩序若しくは

善良の風俗を害するおそれがある場合又は公的な支援を行うことが適当で

ないと認められる場合 

   ・その他審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合 

 

 （３）既に国、県、市町村等の他の補助金等による交付決定又は内定を受けている

事業と同一内容での応募は受け付けない。 

    なお、応募受付後に当該応募が上記に該当することが判明した場合には、県

は審査を行わない。 

    また、同一又は類似の事業内容で他の補助金等と併願する場合には、その旨

を補助事業計画書に記載の上、応募書類提出時に申し出ること。 

 

 

 Ⅱ－２．応募受付期間  
 

  随時受付 

 

  【留意事項】 

・１ヶ月に１回程度、選定委員会で採択を決定する。 

   ・受付期間中であっても、予算の上限額に達した場合は、募集を終了する。 

   ・応募受付期間外に提出された応募は理由の如何を問わず受け付けない。 
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  Ⅱ－３．応募方法  

  「Ⅱ－４．応募書類」を作成し、関係書類を添付の上、次のとおり提出すること。 
 

 （１）提出方法 

    原則として電子メールによる提出 

    【留意事項】 

     ・ページ数が多数に渡る等、電子データでの提出が困難な書類については、

郵送又は持参での提出を受け付ける。 

     ・ファクシミリによる提出は受け付けない。 

     ・郵送の場合は、書留などの配達記録が残る郵便又は信書便により送付す

ること。 

      また、封筒表面に「県産品ブランド力強化事業応募書類在中」と記載す

ること。 

 

 （２）提出部数 

    紙媒体で提出するものは１部 

 

 （３）提出先 

    E-mail syoumusenryakuka@pref.tokushima.lg.jp 

    郵送  〒７７０－８５７０ 

        徳島県徳島市万代町１丁目１番地 徳島県万代庁舎５階 

徳島県経済産業部 商務戦略課商務流通担当 

 

 

 Ⅱ－４．応募書類  

  ①補助金交付応募申込書（応募様式） 

  ②誓約書（応募様式別紙） 

  ③補助事業計画書（交付要綱様式第１号別紙１） 

    ④経費明細表（計画）（交付要綱様式第１号別紙２） 

    ⑤履歴事項全部証明書（個人事業主の場合は住民票の写し） 

   ※申請日から過去３か月以内の日付のものを添付すること。 

  ⑥県税（特別法人事業税及び地方法人特別税を含む）すべてに未納がないことの

証明 

   ※上記証明は徳島県東部県税局、各総合県民局等で交付を受けることができ

る。 

    交付申請方法等については徳島県ホームページで確認すること。 

   ※申請日から過去３か月以内の日付のものを添付すること。 

  ⑦直近の決算書（貸借対照表及び損益計算書）の写し 

   （個人事業主の場合は直近の確定申告書第一表の写し 

   ※収受印が確認できるもの［e-Tax の場合は受信通知を添付］） 

 

 【留意事項】 

・⑤～⑦の書類については、コピー又は電子データでの提出を認める。 

 申請日から過去３ヶ月以内に交付されたものであることを確認すること。 

  ・上記に掲げるもののほか、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があ

ること。 
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・応募書類の様式は、徳島県ホームページからダウンロードすること。 

  ・本募集要項に加え、「県産品ブランド力強化支援費補助金交付要綱」、「徳

島県補助金交付規則」等を熟読し、内容を十分に理解した上で応募するこ

と。 

  ・提出された応募書類は、本事業の採択に係る審査にのみ利用し、当該応募者に

無断で二次的な使用は行わない。なお、応募書類は返却しない。 

 

 

 Ⅱ－５．補助事業の採択  

 （１）補助事業の選定方法 

    応募のあった事業については、「（２）選定基準」に基づき、外部有識者

等で構成する選定審査委員会において、応募者からの提出書類をもとに、

評価（審査）を行い、予算の範囲内で採択の可否を決定する。 

 

 （２）選定基準 

    提出された計画書の内容に基づき、総合的に評価して行う。 

 

 （３）留意事項 

   ・採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額から減額される場合

がある。 

   ・採択又は不採択の結果については、応募者全員に対して通知する。 

    なお、審査結果の内容についての問合せには応じない。 

 

 

 Ⅱ－６．交付申請手続  

  審査により採択された事業者は、徳島県が別途指定する日までに、次により補助

金の交付申請手続を行うこと。 

 

 （１）提出書類 

    ①補助金交付申請書（交付要綱様式第１号） 

    ②補助事業計画書（交付要綱様式第１号別紙１） 

    ③経費明細書（計画）（交付要綱様式第１号別紙２） 

 

 （２）提出方法 

    原則として電子メールによる提出（応募手続きに同じ） 

 

 （３）提出部数 

    紙媒体での提出によるものは、各１部（応募手続きに同じ） 

 

 （４）提出先 

    応募手続きに同じ 

     

 【留意事項】 

  ・採択された場合であっても、交付申請の審査において対象外経費の計上等の不

備が発見された場合は、書類の訂正又は再提出を求めることがある。 

  ・提出された交付申請書類について、徳島県はその内容を審査し、適正と認めら

れるときは補助金の交付決定を行う。 
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   なお、補助金の適正な交付を行うために必要と認められる場合は、補助金の交

付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付決定を行う。 

  ・補助事業者は、徳島県が補助金の交付決定を行った日から、当該補助事業を開

始することができる。 

 

 

 Ⅱ－７．補助金の支払  

  補助金の支払については、原則として、補助事業完了後に補助事業者から実績報

告書（交付要綱様式第５号）の提出を受け、徳島県が完了検査を行い、補助金額を

確定した後に支払うものとする（精算払）。 

  なお、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収入として計上するもの

であり、法人税等の課税対象となる。 

 

 

 Ⅱ－８．補助事業者の義務  

  補助事業者は、次に掲げる全ての条件を守らなければならない。 

 

 （１）補助事業の変更手続 

   ・補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合は、事前に徳島県に

相談の上、補助事業の経費の配分（内容）変更承認申請書（交付要綱様式第

２号）を提出し、徳島県の承認を受けなければならない。 

   ・ただし、下記のいずれかに該当する場合は、上記承認を受ける必要はない。 

    ア 補助事業の経費の配分を変更する場合で、補助対象経費の２０パーセン

ト以内の金額の変更をしようとする場合 

    イ 補助事業の内容を変更する場合で、 

     ①補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創

意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

     ②補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

 

 （２）補助事業の中止（廃止）手続 

   ・補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に徳島県に相談の上、補

助事業中止（廃止）承認申請書（交付要綱様式第３号）を提出し、徳島県の

承認を得なければならない。 

   ・補助対象期間内に、補助事業者が「Ⅰ－２．補助対象者」に掲げるいずれか

の要件を満たさなくなった場合は、補助事業を中止又は廃止することとす

る。 

 

 （３）補助事業の遅延等報告 

     補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合は、速やかに補助事業遅延等報告書（交付要綱様式第４号）を提

出し、徳島県の指示を受けなければならない。 

 

 （４）補助事業の実績報告 

   ・補助事業を完了したとき（補助対象経費の支払いまで含む）又は廃止の承認

を受けたときは、その日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付

の決定のあった年度の３月１５日のいずれか早い期日までに、実績報告書
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（交付要綱様式第５号）を提出しなければならない。 

   ・実績報告書の付属資料として、支出の根拠となる証拠書類（見積書、発注書

又は契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の写し）等を提出

しなければならない。 

・本事業終了後も、県は、補助対象者の財務情報等について補助対象事業者に 

 報告を求めることがある。 

 

 （５）補助事業に係る経理処理等 

     補助事業の経理処理に当たっては、補助対象経費とそれ以外の経費とを明

確に区別して処理することとし、帳簿や支出の根拠となる証拠書類を整理す

るとともに、補助事業が完了した年度の終了後５年間保存しなければならな

い。 

 

 （６）権利等の帰属等 

   ・補助事業に基づく発明、考案等に関して特許権、意匠権又は商標権等（知的

財産権等）が発生した場合は、その権利は補助事業者に帰属するものとする。 

   ・権利関係に関する問題が生じた場合は、補助事業者の責任で解決するものと

し、秘密事項については補助事業者の責任で法的保護（特許出願等）を行う

こととする。 

   ・補助事業の成果の事業化又は知的財産権等の譲渡若しくは実施権の設定又は

その他補助事業の実施により収益が生じたと認められる場合は、補助金の全

部又は一部に相当する金額を納付させることがある。 
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Ⅲ その他 

 

 Ⅲ－１．適正な執行  

 （１）適正な執行のお願い 

   ・本事業は、国や県の税金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く

求められることから、徳島県は本事業に係る不正行為に対し厳正に対処す

る。ついては、本事業への応募、交付申請及び補助事業の遂行に当たっては、

本募集要項及び交付要綱等を熟読し、内容を十分に理解した上で行うこと。 

   ・補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０

年法律第１７９号）」等に違反する行為等（他の用途への無断流用、虚偽報

告など）を行った場合には、補助金の交付取消、返還、不正の内容の公表等

を行うことがある。 

 

 （２）補助事業の遂行に必要な契約の相手方 

     補助事業の遂行に必要な売買、請負その他の契約をする際、補助事業の運

営上その事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当であるとして、 

徳島県から承認を受ける場合を除き、「徳島県物品購入等に係る指名停止措

置要綱」に基づく指名停止又は指名回避の措置の対象となっている者を契約

の相手方とすることはできない。 

 

 （３）経費の支払方法 

   ・支払の事実に関する客観性の担保のため、支払方法は原則として銀行振込に

よることとし、その事実を証明できる証拠書類（銀行振込受領書等）は確実

に保存・整理しておくこと。 

   ・小切手又は手形（自社振出し・他社振出しを問わない）による支払や相殺（売

掛金と買掛金の相殺等）による決済を行った経費については、全て補助対象

外とする。 

   ・クレジットカードによる支払については、補助事業期間内に口座からの引き

落としが確認できる場合のみ補助対象とする。 

    なお、購入品の引取りが補助事業期間内であっても、口座からの引き落とし

が補助事業期間外となる場合は、その経費は補助対象外とする。 

    また、分割払いやリボルビング払いにより、補助事業期間内に支払が完了し

なかった経費については、補助事業期間内に一部支払を行った費用も含め、

その経費の全額を補助対象外とする。 

   ・商品券などの金券、仮想通貨、クーポン、特典ポイント等による支払を行っ

た経費については、全て補助対象外とする。 

   ・補助事業に係る経費とそれ以外の経費は分離して発注・支払等を行うこと。 

    なお、証拠資料等の確認において、補助対象となる経費とそれ以外の経費が

明確に分離できないものについては、補助対象経費を含め、その経費の全額

を補助対象外とする。 

   ・補助事業に係る経費の支出については、必ず補助事業者名義（法人若しくは

団体の名称又は個人事業主の氏名）で行うこと。 

    なお、証拠書類の宛名等や支払元の口座名義が補助事業者以外の名義（法人

代表者の個人名や従業員等）の場合は、その経費は補助対象外とする。 

   ・見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一

連の証拠書類の宛名等は、全て補助事業者の名称又は氏名（法人若しくは団
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体の場合はその名称、個人事業主の場合はその氏名）が記載されていなけれ

ばならない。 

    なお、宛名等が補助事業者の名称又は氏名と一致しないもの、宛名等の記載

のないもの、書類の発行日が確認できないもの等については、証拠書類とし

て認めないこととし、当該書類に係る経費の全額を補助対象外とする。 

 

 （４）電子商取引（Ｅコマース）による取引 

     電子商取引（Ｅコマース）により支払等を行う場合であっても、見積書、

発注書、契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一連の証拠

資料等によって金額等必要事項が確認できる経費のみを補助対象とする。 

     ついては、取引開始前に相手方と十分に連絡調整を行い、本事業で求めら

れる仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった調達手順を取

り、適切な経理処理の証拠書類（ＥＣサイト等の取引画面や書類の電子デー

タ等を印刷した書面でも可）を保存・整理及び提出することが可能であるこ

とを確認した上で取引を行うこと。 

 

 

 Ⅲ－２．本事業に係る問合せ先  

  〒７７０－８５７０ 

  徳島県徳島市万代町１丁目１番地 徳島県万代庁舎５階 

徳島県経済産業部 商務戦略課商務流通担当 

  （電話番号）０８８－６２１－２３２０ / ２３２１ 

    （メールアドレス）syoumusenryakuka@pref.tokushima.lg.jp 


